
（那覇港管理組合行政財産使用料条例施行規則）

端数処理方法の精緻化について 

これまで、占用物件の占用面積や長さの算定にあたっては、1平方メートルまたは 1メートル

未満の端数を切り上げていたところですが、より精緻に占用料の額を算出するため、0.01 平方

メートルまたは 0.01 メートル未満の端数を切り捨てて算定します。 

[参考例①] 足場：占用面積 13.30 ㎡ 、占用期間 2 ヶ月の場合 

 ・改正前 

     2,500 円 ×    14 ㎡ × 2 ヶ月 = 70,000 円 

            ↓ 

 ・改正後 

     2,500 円 × 13.30 ㎡ × 2 ヶ月 = 66,500 円 

[参考例②] 足場：占用面積 1.999 ㎡ 、占用期間 2 ヶ月の場合 

 ・改正前 

     2,500 円 ×    2 ㎡ × 2 ヶ月 = 10,000 円 

            ↓ 

 ・改正後 

     2,500 円 × 1.99 ㎡ × 2 ヶ月 = 9,950 円 

[参考例③] 足場：占用面積 0.011 ㎡ 、占用期間 2 ヶ月の場合 

 ・改正前 

     2,500 円 ×    1 ㎡ × 2 ヶ月 = 5,000 円 

            ↓ 

 ・改正後 

     2,500 円 × 0.01 ㎡ × 2 ヶ月 = 50 円 

[参考例④] 足場：占用面積 0.009 ㎡ 、占用期間 2 ヶ月の場合 

 ・改正前 

     2,500 円 × 1 ㎡ × 2 ヶ月 = 5,000 円 

         ↓ 

 ・改正後 

     2,500 円 × 0 ㎡ × 2 ヶ月 = 0 円 


